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二次出版論文投稿の手引き 

 
 

Journal of Advanced Concrete Technology (JACT）編集委員会は、日本コンクリート工学会およ
び他学会の論文誌に日本語で掲載された論文を英訳し、 二次出版論文としてJACTに投稿する場合
において、以下の規定を満たす必要があります。 

 
1）翻訳された論文が、本ジャーナルの対象とする国際的な読者層に対し、正当で有益な情報を提

供するものと判断される場合。  
2）翻訳された論文の内容は, 一次出版物に掲載された論文内容ならびにデータの解釈を忠実に反

映した内容となるように配慮していること（原則としてタイトルの内容、著者順、図表やデー
タの変更などは行わない。）に留意してください。 
ただし、本ジャーナルが対象とする国際的な読者層から理解が得られるように、研究背景や参
考文献については国際的な文献を適切に追加、引用して修正が加えられているものとする。論
文内容に関して、読者の理解を得るために補足や追加が必要な場合はAppendix等にコメントし
てもよい。） 

3) 一次出版を尊重し、二次出版であることを明示するために、参考文献に一次出版物を掲載し、
Abstractの最後に一次出版からの翻訳版であることを明示する。 

（記載例)  
This paper is the English translation from the authors’ previous work [First author's name, et al., 
(year). “Paper title.” Name of Journal, Issue(Vol), start page-end page. (in Japanese)]. 

4) 二次出版論文の投稿は, 一次出版の著作権を尊重するために一次出版発行後から１ヶ月以降であ
ること。未公開の論文投稿は二重投稿と見なされます。 

5) 論文の構成ならびに体裁は, 本学会雑誌の投稿規程に準ずることを基本とする。 
一次出版の著作権者（学会、著者等）の許諾は、著者が事前に取得するものとし、許諾文

書を PDF にし、投稿時にEditorial Managerで関連資料（Other file）として添付すること。 
なお、2025年以降は下記 [(6）注3)、6)]に伴い、二次出版物の著作権は著者に帰属しますの
で、書面の提出は義務ではありませんが、事前に許諾を受けている旨をコメント欄に記載してく
ださい。 

6) 一次出版論文の別刷もしくはそのコピーを 投稿時に添付すること。Editorial ManagerでOther 
fileとして添付してください。 

 
注１． 二次出版とは、著作権法上の第27条 翻訳権、翻案権に該当する出版物で、二次出版を行う為

には著作権者の許諾が必要となります。 
なお、著作権法上の第27条 （翻訳権、翻案権）の条文は、「著作者は、その著作物を翻訳
し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。」と
なっており、例えば、小説をドラマ化・アニメ化・映画化する、マンガをゲーム化する、楽曲
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を編曲する、ソフトウェアを改良するといった行為が含まれます。論文の翻訳は、逐語訳とい
う意味ではなく、オリジナルの論文の内容や解釈がJACTの読者に過不足なく正確に伝わるよ
うに翻訳されていることを基本とします。 

注２． 二次出版は、論文の本質が同じであれば一次出版の複製物的扱いと見なされ、一次出版の著作
権の許諾の下で発刊されますので、二重投稿とはみなされません。 

注３． 二次出版物には、一次著作権者が有する原著の二次利用に関する権利と、二次出版物の著作権
者の両者の権利が含まれています。 
なお、JCIでは2025年4月以降、JACTの著作権規定を見直しています。これに伴い、2025年4
月以降に公開されるJACTの著作権は著者に帰属し、論文はクリエイティブ・コモンズ国際ラ
イセンスに基づいて発刊されます。このため、二次出版論文の著者（投稿者）が二次出版論文
の著作権者となります。 

注４． 二次出版物の査読は、当該論文が国際的に出版することに対し、公開時点で研究論文として十
分な品質があり正当で有益な価値があるかどうか、一次出版物の内容やデータを正しく解釈
し、内容が国際的に伝わるように翻訳されているかどうかに対して行われます。必ずしも、す
べての論文の翻訳版が採択されることを保証するものではありません。 

注５． 二次出版として採択された論文は、JACTにTranslated paperとして公開されます。 
注６． 2025年4月以降に公開される二次出版論文の著作権者は著者（投稿者）になります（注３）。

そのため、一次出版の著作権の許諾や二次出版論文の利用に関する問題が発生した場合、著作
権者である著者が対応することになりますので、ご留意ください。 

  
 

（以上） 
 
 

 


